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総 会 次 第 

 
１．開会挨拶                       理事長   穂積 登 

 

２．出席状況確認（定款２６条） 

 
３．議長選出（定款２５条） 

 
４．議事録署名人（２名）及び書記（１名）選出（定款２９条の２） 

 

 
５．議 事       

    議案第１号   平成１６年度会務報告並びに事業報告（案）            

     
    議案第２号   平成１６年度収支決算（案）及び監査報告 

     

    議案第３号   平成１７年度事業計画及び予算（案） 

 
 議案第４号 役員改選 

 

                             

 

６．閉会の挨拶                       副理事長 羽藤邦利 
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議案第１号  平成１６年度会務報告並びに事業報告（案） 

 
平成１６年度 会務報告（平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日） 

 
１．会員状況（平成１７年３月３１日現在） 

   現在会員数    正会員      １０６名 

          賛助会員（個人）  １４名 

    賛助会員（団体）   ６団体 

   （顧問    ３名） 

   （監事    １名） 

   入会     正会員       ７名 

    賛助会員（個人）   ４名 

    賛助会員（団体）   ４団体 

   退会     正会員         ２名 

   （顧問          ２名） 

 
２．会 議 

   総会 

     定期総会    平成１６年 ６月６日 （中央大学駿河台記念館） 

 

   理事会 

          第１回理事会   平成１６年 ５月１５日 （代々木の森診療所会議室） 

          第２回理事会   平成１６年 ８月２６日 （代々木の森診療所会議室） 

          第３回理事会  平成１６年１２月１９日  （代々木の森診療所会議室） 

 

 

      事務局会議 

     第１回   平成１６年 ４月２２日 （メンタルケア協議会事務局） 

          第２回  平成１６年 ５月２４日 （メンタルケア協議会事務局） 

第３回   平成１６年 ７月 １日 （メンタルケア協議会事務局） 

          第４回  平成１６年 ８月 ７日  （メンタルケア協議会事務局） 

          第５回  平成１６年 ９月１６日  （メンタルケア協議会事務局） 

     第６回   平成１６年１０月２３日 （メンタルケア協議会事務局） 

          第７回   平成１６年１１月１６日 （メンタルケア協議会事務局） 

          第８回  平成１７年 １月３１日  （メンタルケア協議会事務局） 

          第９回  平成１７年 ３月 ７日  （メンタルケア協議会事務局） 

  第 10 回 平成１７年 ３月２８日 （メンタルケア協議会事務局） 

 

以上 計８回開催 
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平成１６年度事業報告案（平成１６年４月１日～平成１７年３月３１日） 

 

１．事業の成果 

 

① 東京都精神科救急医療情報センター受託事業 

 平成１４年７月より受託している東京都救急医療情報センター事業を本年度も引き続き

行った。当協議会内に設けた救急医療事業部が日常の運営を行うようにした。 

平日は１７時～翌朝９時、土日休日は９時～翌朝９時、非常勤相談員を２～３名配置し

た。相談員の研修については、全員参加の研修会を３回（延べ１１日）行った。その他、

情報センター運営委員会を３回開催し、メンタルケア協議会担当者、非常勤相談員代表委

員、委託元の東京都職員で、ケースの検討、研修内容や就業規則について検討した。 

１年間の事業実績の概要は別表に示す。救急のケースひとつひとつに対応の難しさがあ

り、電話での対応の限界もある中で、１年間大きな事故無く業務を遂行出来た。 

さらに、今年度は、都民からの精神科救急医療ニーズにいっそう適切に対応するように、

次のような業務の改良や工夫を行った。 

 
１． 恒常的に業務の遂行状況を点検する体制を強化した。 

２． 改良点や追加が行われ複雑になっていた業務マニュアルを総点検して、マニュア

ルを整備しなおした。 

３． 業務マニュアルの整備をする中で、これまで「トリアージ業務」とされていた情

報センターの業務を、「救急ケースマネジメント」として捉え直すことが出来た。 

４． 整備した業務マニュアルと業務の遂行に必要な資料を冊子としてまとめ「東京都

夜間休日精神科救急医療事業における救急ケースマネジメント」として刊行した。 

５． 相談員の研修内容に改善を加え、業務遂行状況の恒常的な点検と併せて、相談員

の技量のいっそうの向上を実現した。 

 

なお、夜間休日精神科救急医療事業がいっそう適切に行われることを目的にして、当協

議会が事務局となって「東京都精神科救急医療研究懇話会（代表 益子茂）」が２回開催

された。この事業の遂行に直接関係している、東精協、東精診、東京都精神保健福祉課、

都立病院、及び当協議会が一同に会して、あくまでも非公式な形であるが、情報交換と意

見交換が行われた。 

 

② 東京都こころの夜間電話相談受託事業  

平成１６年度４月から、「東京都こころの夜間電話相談」の事業を東京都より受託し、

業務を行った。それまで東京都中部精神保健福祉総合センターなど３センターと、多摩地

区の保健所の輪番で行われてきた夜間電話相談を統合し、新たな電話相談事業として試行

的に行われることになったものである。 

この事業を遂行するために相談事業部を設けて日常的な運営を行った。 

業務の概要と平成１６年度の実績概要は別表に示す通りである。都民にとって、役立つ

電話相談とするために、次のような工夫と改善を行いながら業務を行った。 
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１． 相談員の研修 

相談員全員の義務研修を２回行った。事例検討を中心に行い、相談員の対応の統一

や、技量の向上を図った。 

２． 相談員の研究会（自主参加） 

岡野憲一郎先生をスーパーバイザーとして月２回の研究会を重ね、よくあるケース

の対応Ｑ＆Ａの作成や、相談員の技量の向上に努めた。 

 
なお、東京都主催の「こころの夜間電話相談関係者連絡会」が３回開催され、東京都精

神保健医療福祉課、東京都中部精神保健福祉総合センターなど３センター、当協議会との

間で、事業の在り方や改善について協議を行っている。 

 
③ 平成 16 年度厚生労働省未来指向研究プロジェクト補助研究事業 

 平成 15 年度に行った「精神医学的、法的、介護技術的専門家連携コンサルテーションセ

ンターMELETEC」を引き続き行った。平成 16 年度は事業内容を拡大して行った。 

事業の概要と実績概要は別表に示す通りである。 

 
④ セミナー、研修事業の開催 

 総会と同時開催の大規模なシンポジウムと、ミニシンポジウムを１回開催した。 

前者は「精神障害者支援と介護保険」をテーマに、精神障害者支援に介護保険が適用され

ることの是非や可能性について議論した。会場定員を大きく上回る５２０名の参加者があ

り、熱気あふれるシンポジウムとなった。当日の討議内容に若干の資料を追加したシンポ

ジウムの報告書を作成している。 

ミニシンポジウム「在宅介護のケアマネジメントで困っていることを精神科医・弁護士

と話してみよう」は、平成 16 年度厚生労働省未来指向研究プロジェクト補助研究事業の一

環として行った。渋谷区周辺地域のケアマネジャーを中心に、８０名以上の参加があった。 

 

⑤ インターネット・ウェブサイト、会誌「ＪＡＭ通信」などによる広報活動 

 インターネット・ウェブサイトが今年度５月に完成し、恒常的に小さな改訂を行ってい

る。シンポジウム開催の宣伝や、非常勤相談員の募集なども、インターネットで行うこと

ができるようになった。精神科保健医療福祉に関する資料のページも少しずつ作成してい

る。 

正会員及び賛助会員に送っている「ＪＡＭ通信」は、２回発行し、それぞれ事業の進捗

状況の報告等を行った。 
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２．事業の実施に関する事項 

 

（１）特定非営利活動に係わる事業 

事 業 名 事 業 内 容 事業日時 実 施 場 所 従 事

者 の

人 数 

受益対象者

の範囲及び

人 数 

支 出 額 

東京都精神科救急医

療情報センター 

通年（毎日

） 

東京都精神科

救急医療情報

センター 

65名 一般都民  東京都

委託事

業 

 東京都こころの夜間

電話相談 

通年（月～

金、祝日を

除く） 

東京都精神科

救急医療情報

センター 

29名 一般都民  

シンポジウム 

「地域の精神障害者

支援と介護保険制度」 

平成16年 

6月6日 

中央大学駿河

台記念館 

25名 精神保健医

療福祉の関

係者 

約520名 

 

ミニシンポジウム「在

宅介護のケアマネジ

メントで困っている

ことを精神科医・弁護

士と話してみよう」 

平成16年 

11月17日 

ホテルサンル

ート東京 

9名 東京２３区

西部地区に

勤務するケ

アマネジャ

ー等85名 

 

セミナ

ー研修

会の開

催 

 

 

「静岡県西部地区Ａ

ＣＴ研究会講演会・シ

ンポジウム」共催 

平成16年 

10月3日 

浜松アクトシ

ティーコング

レスセンター 

5名 精神保健医

療福祉の関

係者及び一

般市民 

約100名 

 

「ＪＡＭ通信」の発行 平成16年 

8月20日 

12月11日 

事務局 3名 正会員及び

賛助会員 

 情 報 提

供 

インターネット・ウェ

ブサイトによる情報

提供 

平成16年 

4月1日～ 

平成17年 

3月31日 

事務局 ４名 不特定の市

民 
 

厚生労

働省補

助研究

事業 

精神医学的、法的、介

護技術的専門家連携

コンサルテーション

センター（MELETEC) 

平成16年 

6月1日～ 

平成17年 

3月31日 

MELETECCC
研究班 

42名 東京２３区

西部に勤務

するケアマ

ネジャー等 

 

 

（２）収益事業 

      収益事業は行わなかった。 
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東京都精神科救急医療情報センター事業実施報告 
 

1. 実施期間 
平成１６年４月１日～平成１７年３月３１日（事業開始は平成１４年７月３１日） 

夜間（１７時～翌９時） 365 日（一般 356 日、５月連休 3 日、年末年始 6 日） 

休日昼間（９時～１７時）122 日（土日祝 113 日、５月連休 3 日、年末年始 6 日） 

 

2. トリアージ実績 
 

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

電話相談 792 1021 864 965 806 968 

初期救急 8 11 4 7 6 4 

二次救急 26 31 28 23 28 26 

身体合併 3 2 3 1 5 4 

合計 829 1067 899 996 845 1002 

平均件／日 27.63 34.42 29.97 32.13 27.26 33.40 

月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 

電話相談 971 877 938 976 771 936 10885 

初期救急 8 2 9 6 5 6 76 

二次救急 31 28 28 19 39 29 336 

身体合併 2 2 1 0 1 1 25 

合計 1012 909 976 1001 816 972 11324 

平均件／日 32.65 30.30 31.52 32.29 29.14 31.35 31.06 

 
3. 相談員の数 

 従事者  ５７名（平成１７年３月３１日現在） 

新規採用者    １１名 

 年度内退職者    ５名 

 
4. 研修会 

 情報センター相談員全体研修会① 平成 16 年 7 月 10、11 日 

 情報センター相談員全体研修会②      〃  11 月 27、28 日 

  相談員契約更改及び全体研修会③ 平成 17 年  3 月 12、13 日  

  

 

5. 東京都精神科救急医療情報センター運営委員会 
  第１回  平成 16 年 6 月 14 日 

  第２回    〃    1 0 月 18 日 

第３回  平成 17 年 2 月 7 日 
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6. 東京都精神科救急医療研究懇話 
  第１回  平成 16 年  5 月 17 日 

  第２回    〃    11 月 29 日 
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東京都こころの夜間電話相談事業実施報告 
 

1. 実施期間 
平成１６年４月１日～平成１７年３月３１日 

月曜日～金曜日（２４３日） 17～23 時（電話受付 22 時半まで） 

 

2. 相談実績 
 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 

総数 （延件数） 593 558 623 636 621 529 

新規 （実人数） 323 223 209 209 205 149 

傾聴助言 （延件数） 439 430 509 538 525 448 

機関紹介 （延件数） 76 60 78 54 48 42 

その他 （延件数） 69 45 40 44 49 39 

月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計 

総数 （延件数） 489 531 522 514 497 630 6743 

新規 （実人数） 171 149 150 160 156 158 2104 

傾聴助言 （延件数） 398 442 434 417 416 517 5513 

機関紹介 （延件数） 41 40 42 51 40 49 621 

その他 （延件数） 47 50 41 46 42 64 576 

 
3. 相談員の数 

 従事者  ２２名（平成１６年３月３１日現在） 

新規採用者    ２６名（うち３名は情報センターから移籍） 

 年度内退職者    ４名 

 
4. 研修会 

 こころの電話相談相談員事業説明会  平成 15 年 3 月 29 日 

 こころの電話相談相談員全体研修会①      平成 16 年 8 月 21 日 

  相談員契約更改及び全体研修会②     平成 17 年 3 月 6 日 

 岡野教室（自主研修 全８回）  平成 16 年 11 月～平成 17 年 2 月 

 

5. 東京都こころの夜間電話相談関係者連絡会（東京都主催） 
  第１回  平成 16 年 6 月 10 日 

  第２回    〃     8 月 5 日 

第３回  平成 17 年 3 月 24 日 















計算書類に対する注記 

 

１．重要な会計方針 

① 固定資産の減価償却について 

固定資産の減価償却は定額法によっている。 

② 資金の範囲について 

資金の範囲には、現金・預金、未収会費、前払金、未収金、未払金及び預り金を含

めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記２に記載する通りである。 

２．次期繰越収支差額の内容は、次の通りである。 

     

科目 前期末残高 当期末残高 

5,301,245 

160,000 

402,085 

4,466,595 

10,196,051 

120,000 

102,430 

4,509,795 

10,329,925 14,928,276 

8,465,993 

52,869 

14,745,275 

0 

現金預金 

未収会費 

前払金 

未収金 

合計 

未払金 

預り金 

合計 8,518,862 14,745,275 

次期繰越収支差額 1,811,063 183,001 

 

３．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りである。 

 

科目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 

什器備品 

 ゼロックス Able3180 

 ノートパソコン PCG-V505 

 プロジェクターELP-35 

 

709,506 

236,355 

207,900 

 

415,060 

106,360 

74,844 

 

294,446 

129,995 

133,056  

合計 1,153,761 596,264 557,497 
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議案第３号   平成１７年度事業計画及び予算（案） 

 

平成１７年度事業計画書案（平成１７年４月１日～平成１８年３月３１日） 

 

１．事業活動実施の基本方針 
今、精神保健医療福祉のシステムに関して大きな改革が進行中である。平成１６年９月

に厚生労働省の精神保健福祉対策本部より精神保健医療福祉の改革ビジョンが出され、平

成１６年１０月１２日には、厚生労働省障害保健福祉部より「今後の障害保健福祉施策に

ついて（改革のグランドデザイン案）」が出された。これらで示された基本的な方向を国の

施策に具体化する最初の一歩として「障害者自立支援法」及び関連諸法規改正が平成１７

年２月に国会上程された。自立支援型システムへの転換として表現されている、現在進行

中の改革の流れに当協議会としても、積極的に参加し、僅かでも貢献して行きたい。 

当協議会の今年度の活動の基本目標は二つである。一つは交流促進である。精神科の保

健、医療、福祉に関わっている方々が、経験や意見を交換し、改革の方向を議論するため

の、場や媒体を設けて、交流を促進して行きたい。もう一つは、精神障害者の自立を支援

するために必要で、しかし、既成の医療機関や社会復帰施設では行い難く特定非営利活動

法人なら担えるものを担って行くことである。この基本目標のもとに、平成１７年度には

以下の活動を行う。 

 

①セミナー、研修、講演会事業の開催 

「障害者自立支援法」及び関連諸法規改正を受けて、精神保健医療福祉が今後進むべき

方向について、より具体的に討議する場を設ける。総会開催時に第９回メンタルケア協議

会シンポジウム『精神保健医療福祉自立支援型システムへの転換～政策はどう変わるか・

現場をどう変えるか～』を開催する。また自立支援型システムへの転換に関連して、地域

連携を推進するために、情報共有のあり方など具体的な基盤整備に関するミニシンポジウ

ムを開催する。 

 

②インターネット・ウェブサイト、会誌「ＪＡＭ通信」 

メンタルケア協議会のインターネット・ウェブサイトをいっそう充実させ、精神保健医

療福祉の関係者に役立つ媒体にして行きたい。 

会誌「ＪＡＭ通信」を、会員同士の交流や相互の啓発活動のための媒体として充実させ

たい。定期的に、回数も多く刊行して行きたい。 

 

③東京都よりの受託業務 

③－１ 東京都精神科救急医療情報センター 
平成１４年７月より委託されている「東京都精神科救急医療情報センター」の業務を引

き続き遂行して行く。東京都の夜間休日の精神科救急医療の指令塔として、いっそう適切

に役割が担えるように、管理運営のいっそうの強化、より質の高い研修、マニュアルのい

っそうの整備などを図る。 

精神科救急医療情報センターの業務に関連して、同センターでの精神科救急ケースマネ

ジメントの経験を、様々な相談の場面でも役立ててもらうために「精神科救急ケースマネ
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ジメント」の普及を図りたい。 

③－２ 東京都こころの夜間電話相談事業 

平成 16 年４月より受託している「東京都こころの夜間電話相談」を本年度も引き続き

遂行して行く。夜間休日に心の支えを必要とするひとたちを電話相談でもって支えるこの

事業を、より多くの都民の方に利用してもらい、いっそう役に立つ相談を行えるように、

工夫改善を積み重ねて行く。 

 
③厚生労働省未来志向型研究プロジェクト 

居宅介護支援相談員や精神障害者ケアマネジャーが対応に困っている在宅の高齢者・障

害者に対する精神科医、弁護士、介護専門職などによる専門家連携によるコンサルテーシ

ョン事業を昨年度に引き続き行って行く。 

今年度は、コンサルテーションする側が、より積極的に関わって行く形のコンサルテー

ションも行うことで、より有効なコンサルテーションシステムの実現に努める。さらに、

コンサルテーションによる関わりを通して、地域連携を促進する役割を担いたい。今年度

は対象地域を東京都の西部地区（城西地区）とする。この事業を通して対象地域での地域

連携の基盤整備にも貢献したい。 

 
２．事業の実施に関する事項 

                                       
（１）特定非営利活動に係わる事業 

 

事業名 事 業 内 容 事業予定

日 時 

実施予定場所 従 事

者 の

予 定

人 数 

受益対象

者の範囲

及び予定

人 数 

支出見込額 

シンポジウム「精

神保健医療福祉自

立支援型システム

への転換～政策は

どう変わるか・現

場をどう変えるか

～」 

平成 17 年

6 月 5 日 

明治大学アカデ

ミーホール 

25 名 精神医療

保健福祉

の関係者

1000 名 

 

ミニシンポジウム

「地域連携の基盤

作りを考える（仮

題）」 

平成 17 年

9 月頃 

中央大学駿河台

記念館 

10 名 精神医療

保健福祉

の関係者 

200 名 

 

セミナ

ー,研修

会，講演

会の開

催 

第 6 回シンポジウ

ム報告書作成 

平成 17 年

7 月頃 

事務局 3 名 会員及び

一般希望

者 
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「ＪＡＭ通信」の

発行 

年 5 回程

度 

事務局 4 名 正会員及

びその他

の会員 

 情報提

供 

 

インターネット・

ウェブサイトによ

る情報提供 

常時 事務局 4 名 一般市民  

東京都精神科救急

医療情報センター 

通年（毎

日） 

東京都保健医療

情報センター 

70 名 一般都民  東京都

委託事

業 
東京夜間こころの

電話相談（試行） 

通年（月～

金,祝日を

除く） 

東京都保健医療

情報センター 

33 名 一般都民  

厚生労

働省補

助研究

事業 

精神医学的、法的、

介護技術的専門家

連携コンサルテー

ションセンター

（MELETEC) 

平成 17 年 

6月1日～ 

平成 17 年 

3 月 31 日 

MELETECCC

研究班 

40 名 東京２３

区西部の

高齢者介

護及び精

神保健医

療福祉施

設関係者 

 

 

 

（２）収益事業 

 書籍の出版 

平成 16 年度の刊行した「東京都夜間休日精神科救急医療事業における救急ケースマネジメ

ント」を外販する。 

 

 

 

 










